
※連帯保証人予定者となるかたについて、申込人ご本人さまが以下にご記入ください。
同意日：20　　年　　　月　　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ

西暦　

〒 -

ﾌﾘｶﾞﾅ

西暦　 ﾌﾘｶﾞﾅ

              年　 　　月　　 　日

※物件を共有するかたについて、申込人ご本人さまが以下にご記入ください。 ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 -
都 道

ﾌﾘｶﾞﾅ 府 県

西暦　

ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 -

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

西暦　

ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 －

ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 - ﾌﾘｶﾞﾅ

ご紹介会社　ご記入欄

◆【同意のご確認】以外は、申込人ご本人さまがすべてご記入ください。

この届出書はあくまで事前相談のために 記載するものであり、融資予約や保証契約または保証予約が成立するものではないこと を理解
しています。

申込人は、裏面記載の「個人情報の取扱いに関する同意書兼表明および確約書」の内容を確認し、同意のうえ、先に住信ＳＢＩネット銀行
株式会社（以下「銀行」といいます）に提出した 『ローン仮審査申込書兼個人情報の取扱いに関する同意書兼表明および確約書』の補足
情報として銀行に以下を届け出ます。

　20　　　　年　　　月　　　日　

連帯保証人予定者が自署・捺印ください。

出向元
派遣元

現住所

氏名

性別 続柄

入社年月 西暦　　　　　　　　年　　 　　　　月

業種

万円

収入源
□給与（固定給）　□給与（歩合給）
□給与（年俸制）　□事業収入
□不動産収入

人

職業
□会社役員（経営者）   □ 会社員（管理職）　 □ 会社員（一般職）
□教職員      □ 自営業    □ 契約社員・派遣社員・嘱託
□ 公務員・団体職員        □ その他（　 　　　  　　　　　　　　　　）

職種

前年度
年収

確定申告
□　有
□　無

→有の場合
その理由

（複数選択可）

□2か所以上からの給与　□事業収入
□不動産収入　□医療費・寄付金控除
□株・配当　□その他（　　                　）

-----銀行使用欄----- 受付印

月
□ 無　　□ 有

同
意
の

ご
確
認

(            )

産休・育休取得期間　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
復職（予定）時期　 　　（　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　 　　　）

万円 万円

従業員数

相談番号

電話番号

(            )

電話番号

※転職が複数回あるかたは、別途職歴書をご提出ください。

転職
有無

□ 有
→

前勤務先
名

連帯
保証人
予定者
氏名

自署
認
印 捺印

□ 無　　□ 有

月 年

万円 年

□
有 万円

□ 無　　□ 有
万円 年

万円 万円

□
有

□
有

万円 月 年

月 年

万円

年

月

有担保 年間返済額 当初借入年月 最終期限

月

資金使途（目的）

出向(派遣）先
電話番号

(                )

そ
の
他
の
借
入

借入有無 借入先（金融機関名） 当初借入額 現在の残高 お借入までの完済予定

□
有
　
□
無

⇒
ご
記
入
く
だ
さ
い

前勤務先勤続年数 前勤務先業種

氏名

性別 続柄 生年月日
出向

(派遣）
有無              年　 　　月　　 　日

□ 有
→

　年　　　　　　ヶ月

現住所

産休・育休
取得状況

□取得予定　　　□取得中　　　□取得済
※該当がある場合にご選択ください。

出向
（派遣）先

住所

□ 男
□ 女

□ 配偶者　　□ 婚約者　　□ 子
□ 親　　　　　□ 兄弟
□ その他（　　　　　　      ）

出向
（派遣）先
勤務先名

＜担保提供者②＞

生年月日

勤務先
住所

□ 男
□ 女

□ 配偶者　　□ 婚約者　　□ 子
□ 親　　　　　□ 兄弟
□ その他（　　　　　　      ）

勤
務
先
情
報

勤務先名

認
印

              年　 　　月　　 　日

生年月日

＜担保提供者①＞

自
宅

携
帯            (            )

ご記入日
兼

同意日
氏名

勤務先
電話番号

ﾌﾘｶﾞﾅ 電
話
番
号

(                )

氏名

性別 続柄 生年月日

□ 男
□ 女

担保提供者・連帯保証人予定者に関する届出書（兼個人情報の取扱いに関する同意書兼表明および確約書）

住信ＳＢＩ ネット銀行株式会社　御中

＜連帯保証人予定者＞

ご紹介
会社

会社名

連帯保証の内容 　　　　□ ペアローン　　　　　　□ 収入合算（持分あり）　　　　　　　□ 収入合算（持分なし）

支店名 担当者

　連帯保証人予定者は、裏面記載の「個人情報の取扱いに関する同意書兼表明および確約書」の内容を確認のうえ、同意しました。

＜申込人＞ ※申込人欄のご記入は必須となりますのでご注意ください。

(            )

□ 配偶者　　□ 婚約者　　□ 子
□ 親　　　　　□ 兄弟
□ その他（　　　　　　      ）

直通電話番号 担当者携帯電話番号

(            )

           (            )

              年　 　　月　　 　日

現住所

○融資に際しては、正式審査後にご案内する貸出条件を完備することが必要です。 
○連帯保証人予定者については、正式申込書による審査のうえ別途契約書により連帯保証人となっていただきます。 
○届出書一式は返却いたしませんのでご了承ください。 
○お問合せのため、ご勤務先やご自宅へお電話させていただくことがあります。 
○今回ご記入いただいた内容について相違・変化が生じた場合、虚偽の届出、資料提供または報告が判明した場合等でご希望にそい
かねることもありますので、あらかじめご了承ください。 

下記✔の書類を同封のうえ、この届出書をご返送ください。 
 
□ 連帯保証人予定者となるかたの 「運転免許証（コピー）」、「健康保険証（コピー）」 ※現住所の記載のあるものをご提出ください。 

    ※外国籍のかたは、以下の書類もご提出下さい。 
   ・「在留カード（コピー）」 または 「特別永住者証明書（コピー）」  

   
□ 連帯保証人予定者となるかたの収入証明資料（写） 

※上記からご選択ください 

職種 
次からご選択のうえ、職種欄にご記入ください。 
■医師 ■弁護士 ■会計士・税理士 ■司法書士・行政書士  

■教職・公務員       ■販売・営業職      ■事務職       

■技術職                  ■運転士  

■その他（上記以外。該当する場合は、具体的にご記入ください） 

業種 

次からご選択のうえ、業種欄にご記入ください。 
■製造業 ■農業 ■林業 ■漁業 ■鉱業 ■建設業 ■卸売・小売業  

■金融・保険業  ■不動産業 ■運輸業 ■電気・ガス・熱供給・水道  

■飲食・宿泊 ■医療・福祉 ■教育・学習支援 ■その他のサービス業  

■公務 ■情報通信業 ■複合サービス業  
■その他（上記以外。該当する場合は、具体的にご記入ください） 

※上記からご選択ください 

印 

【提携仮審査用】【3813-07 取引終了後10年 19.03】



個人情報の取扱いに関する同意書兼表明および確約書 

個人情報の取扱いに関する同意事項 
申込人および連帯保証人予定者（以下「申込人等」といいます。）は、住信Ｓ
ＢＩネット銀行株式会社（以下「銀行」といいます。）に借入申込（以下、「こ
の申込」といいます。）を行うにあたり、個人情報の取扱いに関して以下の各
条項を確認し、その内容について同意いたします。ただし、担保提供者（連帯
保証人を兼ねている場合を除く）には、第2条および第3条の条項は適用されま
せん。 
なお、この申込に基づき契約が成立した場合においても、申込人等の個人情報
に関し、以下の各条項のとおり取扱われることに同意します。 
また、申込人はこの申込にあたり、担保提供者の情報については、担保提供者
の同意を得て当該担保提供者に代わって提供します。 
 
第1条 銀行の個人情報の利用目的 
申込人等は、銀行が個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57 
号）に基づき、申込人等の個人情報を次の業務ならびに利用目的の達成に必要
な範囲で利用することに同意します。 
1. 業務内容 
(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれら

に付随する業務 
(2)投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、

包括信用購入あっせん業等、法律により銀行が営むことができる業務お
よびこれらに付随する業務 

(3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後
取扱いが認められる業務を含む。） 

2. 利用目的 
銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用
目的で利用します。 
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため 
(2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービ

スをご利用いただく資格等の確認のため 
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管

理のため 
(4)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため 
(5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる

妥当性の判断のため 
(6)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合

等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため 
(7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された

場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため 
(8)申込人等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 
(9)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品や

サービスの研究や開発のため 
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案の

ため 
(11)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため 
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため 
(13)その他、申込人等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため 

なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、
当該利用目的以外で利用しません。具体的には以下のとおりです。 
○銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた
申込人等の借入金返済能力に関する情報は、申込人等の返済能力の調査以外
の目的に利用・第三者提供しません。 

○銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医
療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営
その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。 

 
第2条 個人信用情報機関の利用等 
1．申込人等は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個

人信用情報機関に、申込人等の個人情報（当該各機関の加盟会員によって
登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録
される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。）が登録されている場合に
は、銀行がそれを与信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。
ただし、銀行法施行規則等 により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。以下同じ。）のために利用することに同意しま
す。 

2．銀行がこの申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場
合、申込人等は、その利用した日およびこの申込の内容等が同機関にそれ
ぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機
関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに
同意します。 

3． 前2 項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、
会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。なお個人信用
情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。（銀行では
できません。） 

(1)銀行が加盟する個人信用情報機関 
 ①全国銀行個人信用情報センター 
  https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/  Tel ：03-3214-5020 

 ②株式会社日本信用情報機構 
  https://www.jicc.co.jp  Tel ：0570-055-955 

 
(2)銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 

株式会社シー・アイ・シー 
https://www.cic.co.jp  Tel ：0120-810-414 

 
第3条 個人信用情報機関への登録等 
1. 申込人等は、この申込（この申込に基づく契約が成立した場合は、その契

約および返済状況等を含む）に関して、下表の個人情報（その履歴を含む。）
が、銀行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、同機
関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施
行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的
に限る。）のために利用されることに同意します。 

(1)全国銀行個人信用情報センター 
登録情報 登録期間 

氏名、生年月日、性別、住所（本人への郵
便不着の有無等を含む。）、電話番号、勤
務先等の本人情報 

下記の情報のいずれかが登録され
ている期間 

借入金額、借入日、最終返済期日等のこ
の申込による契約の内容およびその返済
状況（延滞、代位弁済、強制回収手続、解
約、完済等の事実を含む。） 

この申込による契約の契約期間中
および契約終了日（完済していない
場合は完済日）から 5年を超えない
期間 

銀行もしくは保証会社が加盟する個人信
用情報機関を利用した日およびこの申込
による契約またはその申込の内容等 

当該利用日から 1 年を超えない期
間 

不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ
月を超えない期間、取引停止処分
は取引停止処分日から 5 年を超え
ない期間 

官報情報 破産手続開始決定等を受けた日か
ら 10年を超えない期間 

登録情報に関する苦情を受け、調査中で
ある旨 

当該調査中の期間 

本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等
の本人申告情報 

本人から申告のあった日から 5年を
超えない期間 

（2）株式会社日本信用情報機構    
登録情報 登録期間 

本人を特定するための情報（氏名、生年
月日、性別、住所、電話番号、勤務先、
勤務先電話番号、運転免許証等の記号番
号等） 

契約内容に関する情報等が登録さ
れている期間 

契約内容に関する情報（契約の種類、契
約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保
証額等）および返済状況に関する情報
（入金日、入金予定日、残高金額、完済
日、延滞、延滞解消等） 

契約継続中及び契約終了後 5 年以
内 

取引事実に関する情報（債権回収、債務
整理、保証履行、強制解約、破産申立、
債権譲渡等） 

契約継続中及び契約終了後 5 年以
内 

 債権譲渡の事実に係る情報 当該事実の発生日から1年以内 
申込の事実に係る情報（氏名、生年月日、
電話番号、運転免許証等の記号番号、な
らびに申込日および申込商品種別等） 

照会日から6ヶ月以内 

2. 申込人等は､前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人
信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個
人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信
用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されること
に同意します。 

3. 前2 項に規定する個人信用情報機関は第2 条第3 項に記載のとおりです。
各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されておりま
す。なお､個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い
ます。（銀行ではできません。） 

 
第4条 個人情報の第三者提供 
1. 親族への提供 
（1）申込人等は、この申込に基づく契約が成立した場合について、申込人

等がローン契約書に定める期限前の全額返済義務規定に定める事由
に該当し、申込人等の親族等から弁済等のため当該個人情報の開示を
求められたときは、銀行が当該個人情報を申込人等の親族等に提供す
ることに同意します。 

（2）申込人等は、この申込に基づく契約が成立した場合、銀行が電話等に
より申込人等に対し催告・督促・通知をするにあたり、申込人等の所
在の確認が困難と判断された場合は、遅滞している債務等の内容につ
いて申込人等の親族等に対して開示することに同意します。 

2. 不動産鑑定士や司法書士等への提供 
（1）申込人等は、銀行が必要に応じて銀行指定の外部不動産鑑定士等にこの

申込にかかる不動産の評価を依頼することおよび現地調査を行うこと
に同意します。 

（2）申込人等は、担保物件の抵当権設定等を行うために、銀行が必要に応じ
て銀行指定の司法書士等に登記を依頼することに同意します。 

3. 債権譲渡 
（1）申込人等は、この申込に基づく契約が成立した場合は、当該契約による

債権が、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転するこ
とに同意します。 

（2）申込人等は、前号の債権移転のために必要な範囲内で、申込人等の個人
情報が、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に
提供され、債権管理・回収等のために利用されることに同意します。 

4. 債権回収会社への債権回収委託 
申込人等は、この申込に基づく契約が成立した場合は、銀行が「債権管理
回収業に関する特別措置法」（平成10年10月16日法律第126号）により法務
大臣の許可を受けた債権回収会社に、当該契約にかかる債権の回収を委託
する場合には、申込人等の個人情報を債権回収会社との間で当該契約に関
する取引上の判断および債権回収会社における債権管理・回収のために必
要な範囲内で相互に利用・提供されることに同意します。 

 
第5条 提携先企業等との提携住宅ローン制度 
この申込が銀行と提携先企業（不動産会社、建築会社等）との提携住宅ローン
制度による場合、以下の各項について同意します。 
1. 申込人等は、この申込にかかる事務（申込書、住民票等の本人確認書類お

よび借入手続きのご案内その他の各種書類や各種情報（個人情報を含みま
す。）の銀行との授受手続きを含みますが、これらに限りません。）を、
自己の責任と判断で提携先企業（その代理人を含みます。）に委任します。
また、この申込に関する今後の事務処理を円滑に履行するため、銀行が申
込人等と直接連絡をとる必要がある場合を除き、提携先企業を通じて連絡
することを希望します。なお、銀行が申込人等と直接書類等の授受をした
場合を除き、提携先企業による各種書類や各種情報等の紛失や漏えい等は、
銀行に責任のない限り、提携先企業の責任となります。 

2. 申込人等は、銀行のＷＥＢサイトで一般のローン借入れを申込めること、
その場合は提携住宅ローン制度と取引条件が異なる場合があることを理解
しています。 

3. この申込およびこの申込に基づく契約が成立した場合の取引にかかる情報
を含む申込人等に関する下記情報を提携先企業との間で、この申込に関す
る与信取引上の判断および当該提携先企業における不動産売買、建築請負
契約に関する諸手続きのために必要な範囲で相互に利用・提供することに
同意します。 

（1）銀行での借入審査の結果に関する情報 
（2）銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等この申込に

よる取引に関する情報 
 
第6条 個人情報の開示・訂正・削除 
1. 申込人等は､銀行および第2 条第3 項で記載する個人信用情報機関に対し

て、申込人等の個人情報を開示するよう請求することができるものとしま
す。 

（1）銀行に開示を求める場合には､第10条記載の窓口に連絡するものとします。 
（2）個人信用情報機関に開示を求める場合には､第2 条第3 項記載の個人信用

情報機関に連絡するものとします。 
2. 万一、銀行における登録内容が不正確または誤りであることが判明した場

合には、銀行は､速やかに訂正または削除に応じるものとします。 
 
第7条 個人情報の利用・提供の停止 
1. 銀行は、第1条に規定している利用目的のうち、次の各号について、申込人

等から個人情報の利用・提供の停止の申し出があったときは、遅滞なくそ
れ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとります。 

（1）銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内（ダイレクトメールおよび電
話、電子メール等によるものを含みます。） 

（2）提携会社等の商品やサービスにかかる宣伝物・印刷物の銀行発送物への
同封等による送付 

2. 前項の利用・提供の停止を求める場合には､第10条記載の窓口に連絡するも
のとします。 

 
第8条 不同意の場合 
申込人等は、申込人等がこの同意事項の内容の全部または一部に同意しない場
合、および書面による同意において申込人等が記載すべき事項を記載しない場
合、銀行が借入の申込をお断りする場合があることに同意します。 
ただし、第7条1項に規定する利用目的での個人情報の利用・提供に同意しない
場合でも、これを理由に銀行がこの申込をお断りすることはありません。 
 
第9条 この申込が不成立の場合 
この申込による契約が不成立の場合であっても、契約の不成立の理由の如何に
かかわらず、この申込にかかる個人情報が利用・提供されることに同意します。 
 
第10条 問合せ窓口 
申込人等は､銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除の申し出、個人情報の 
利用・提供の停止の申し出等個人情報に関する問合せについては、下記カス 

タマーセンターに連絡するものとします。 
住信ＳＢＩネット銀行 カスタマーセンター 
＜当社に口座をお持ちのお客さま＞ 
0120-953-895（通話料無料） 
携帯電話・PHS：0570-053-895（ナビダイヤル※） 
＜当社に口座をお持ちでないお客さま＞ 
0120-974-646（通話料無料） 
携帯電話・PHS：0570-001-646（ナビダイヤル※） 
平日9：00～18：00／土・日・祝日9：00～17：00 
（12月31日、1月1～3日、5月3～5日を除く） 
※通話料20秒10円（税抜） 
 

第11条 条項の変更 
申込人等は､銀行がこの申込の各条項を法令に定める手続きにより、必要な範囲
内で変更できることを同意します。 

  

表明および確約事項 

 
申込人（借主）、連帯保証人予定者および担保提供者（以下「申込人等」とい
います。）は、住信ＳＢＩネット銀行株式会社（以下「銀行」といいます。）
に以下の事項について、表明を行い、確約をします。 
 
第1条 
申込人等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう
ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴
力団員等」といいます。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該
当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの
とします。 
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するこ

と 
（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害

を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認
められる関係を有すること 

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与
をしていると認められる関係を有すること 

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難
されるべき関係を有すること 

 
第2条 
申込人等は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を
行わないことを確約するものとします。 
（1）暴力的な要求行為 
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為 
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、ま

たは銀行の業務を妨害する行為 
（5）その他前各号に準ずる行為 
 
第3条 
申込人等が、第1条各項のいずれかに該当し、もしくは第2条各項のいずれかに
該当する行為をし、または第1条の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の
申告をしたことが判明し、借入取引を行い、または継続することが不適切であ
る場合には、申込人は、銀行から融資内諾等があった場合でも、借入を受けら
れず、または銀行から借り入れた後である場合でも、ローン契約に基づき、期
限の利益を喪失することがあることに合意します。 

 
以 上 


